
【めざす子ども像】 

☆よりよい くらしをめざす子   健康な心と体をつくる 

☆自ら考える子             今もっている知識と経験の総力で考える 

☆自他を大切にする子       よさに気づき、認め合い、共に生きる 

令和７年度  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「255名の子どもたちを 3９名の総力で育てる」    校 長   木村  憲章 

３４名の１年生を迎えて、令和7年度がスタートしました。今年度、校長として着任をしました 

木村憲章と申します。すべては祥栄の子どもたちのために、教職員３９名が一丸となって、取り組

んで参りますので、みなさま、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

「学校教育目標」「めざす子ども像」をこのように設定しました。今の学習や毎日の頑張り、 

挑戦が、将来の自分の姿につながっていると気づいた時、日々の学習に必然性が加わります。

「やってみたい・わかりたい・できるようになりたい」と願い、長所も短所も含めて認め合い、健康

な心と体をつくっていく祥栄の子どもたちを、保護者・地域のみなさまとともに育てていきたいと

考えております。 

 

令和７年度 祥栄小学校 学校教育目標   

「未来に向かって たくましく 生きぬく子の育成」 

 ～なりたい自分の実現をめざして、努力する子～ 
 

   

 学校預り金等の銀行振替を５月から開始し

ます。第１回目は、５月１２日（月）です。

初回の振替金額は、４・５月の２か月分とな

ります。集金金額については、後日配付しま

すプリントでご確認ください。 

なお、銀行振替日は毎月１０日となります。

１０日が銀行休業日の場合は翌営業日となり

ます。毎月、振替日に確実に引き落としがで

きますよう残高確認をお願いします。振替が

できなかった場合は、後日封書にてお知らせ

します。この場合、現金を保護者の方が学校

へお持ちいただき、納入ください。その際は、

おつりのないようにお願いします。 

変更がある場合は、学校だよりや学年だよ

り等でお知らせします。 
 

銀行振替について 教室配置（簡易表示） 

全学年、学級担任制 ～担任を中心とし、複数人で育てる体制へ～ 

 昨年度２学期より、４～６年生は学年担任制で子どもたちを育てる体制を採ってきました。定

期的に１組・２組の担任が入れ替わることにより、学年全体の担任として子どもたちを育てる

ことができました。反面、担任とも関わりが薄くなったなどの意見もありました。   

よって、今年度は、担任と学級の子どもたちとの関わりをより深めるため、学級担任制を採

ることといたします。さらに、学年を複数人で育てることを大切にするため、３年生以上が学年

に応じて、専科教員が授業を担当したり、担任が隣のクラスの教科を担当したりしていきま

す。低学年については、支援教員がクラスに関わったり、単元によって、隣のクラスの学習を

担当したり、学年実態に応じてはありますが、複数人で育てる体制を採っていきます。 

昨年度行った学年担任制で培った学年全体を複数人で育てる意識を維持しながら、より

深い関わりを大切にしていきます。何より、祥栄の教職員の総力を挙げて、大切な祥栄の子

どもたちを育ててまいります。 

【めざす子ども像】 

☆よりよい くらしをめざす子   健康な心と体をつくる 

☆自ら考える子             今もっている知識と経験の総力で考える 

☆自他を大切にする子       よさに気づき、認め合い、共に生きる 

来校される際は、名札の着用をお願いします。 
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電話対応時刻［月～木曜日：8～17時30分、金曜日：8～17時］ 

075-681-1557 ・ 070-3117-5313 ・ 080-4108-6608［回線混雑時連絡用（学校からの発信のみ）］ 

 

令和 7年 4月 10日 

京都市立祥栄小学校 

校 長 木村 憲章 

TEL075-681-1556［代表］ 

令和７年度 教職員一覧 
学 校 長 ５年１組 栄養教諭

教　　頭 ５年２組 給食調理員

教務主任 ６年１組 給食調理員

３組 ６年２組 給食調理員

３組
ＬＤ等通級
指導室担当

校務支援員

３組 支援担当 校務支援員

１年１組 支援担当 学校司書

２年１組 支援担当 ＡＬＴ

２年２組 支援担当
スクール

サポーター

３年１組 養護教諭
スクール

カウンセラー

３年２組 初任者指導
子ども支援

サポーター

４年１組 事務職員 総合育成支援員

４年２組 管理用務員 総合育成支援員
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1 火

2 水

3 木

4 金

5 土 　　　　　春休み

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月 身体計測（５・６年）

15 火 身体計測（３・４年）

16 水 身体計測（２年）

17 木 身体計測（１年）

18 金 身体計測（３組）

19 土

20 日

21 月 視力検査（６年）

22 火 内科検診（３組、４～６年）

23 水 内科検診（１～３年）

24 木
視力検査（５年、３組）　

フッ化物洗口開始

25 金 視力検査（４年）

26 土

27 日

28 月 視力検査（３年）

29 火 昭和の日

30 水 視力検査（２年）

１９日（月）～２１日（水） 花背山の家（５組）　　　　　　　　　　３１日（土）  休日参観①② ・ PTA総会③ ・ 引き渡し訓練④

１２日（月） 銀行振替日（第１回）　　　　　　　　　　　　　　　　  ２６日（月） クラブ活動開始

　　　　　　　 委員会活動開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２８日（水） 自転車運転免許教室（４年）

１６日（金） 修学旅行説明会（６年）　　　　　　 　　　　　　　　  ３０日（金） １年生を迎える会③

＜５月の主な予定＞　変更となることがあります。

　１日（木） ～９日（金） 希望制家庭訪問　　　　　　　　　　　  ２３日（金） 社会見学（３年）AM　・ ４校時授業・完全下校13:20（全学年）

４校時授業・完全下校13:20（全学年）

１年５校時授業開始　・　児童質問紙実施（６年）

参観・懇談会（３組、４～６年）⑤　・　山の家説明会（５年）

参観・懇談会（１～３年）⑤　・　非行防止教室（４年）③　・　ロング昼休みなし（そうじあり・普通校時）

委員会活動１⑥　　※すぐーる登録〆切（１年）

全国学力・学習状況調査（６年）国・算・理　・　ロング昼休み　・　１年集団下校

１年集団下校（最終日）

給食開始　・　４校時授業（全学年） ・ 完全下校12:20　・　１年集団下校　　※すぐーる登録書配付（１年）予定

５校時授業（２～６年）　・　１年集団下校

４校時授業（全学年） ・ 完全下校12:20　・　１年集団下校［４／１６（水）まで］

４校時授業（全） ・ 町別児童会④11:40～12:00　・　集団下校12:00　　※各種調書提出〆切

着任式・始業式・入学式　　※各種調書・家庭訪問のお知らせ等配付

日 曜 行　　　　　事 保健関係

「放課後学び教室」は４月はありません。

開始後、毎月の実施予定をこの予定表欄

でお知らせします。

子ども達の安全のため、登校時間、遅刻・早退・欠席について、改めて確認をお願いします。 

［登校時間］     ８：００～８：２０の間に集団登校で登校します。 

［遅刻・早退・欠席］早退の場合、保護者の方の付き添いが必要となります。 

遅刻や欠席の場合、保護者の方が８：３０までに学校まで、必ず連絡 
してください。 

よろしくお願いします。 

 

欠席・遅刻連絡やおたよりの配信ツールとして、連絡アプリ「すぐーる」を今年度も

活用していきます。新１年生の登録手続きについては後日お知らせします。なお、「す

ぐーる」は、皆様のご登録が済んだ後、４月中頃より運用開始予定です。「すぐーる」

の運用が始まるまでは、学校への連絡は、連絡帳または電話にてお願いいたします。 

京都市では、お子様が市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、

学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。 

※ 令和７年度より、多子加算ができる子の年齢が１８歳未満から２２歳未満に上がります。 

昨年度、不認定となった方も加算の要件に該当すれば認定できる場合がありますので、該当する方

は学校にお申し出ください。 

※ 新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるも

のをご提出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご

相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子様のご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害

があるお子様のご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けてい

ます。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

昨年度提出いただきました「家庭環境調査書」等の書類をお返ししますので、変更箇所を訂正していた

だき、ご提出ください。確認のサインまたは押印もお願いします。 

「保健調査票」「感染症の予防接種・既往歴調査票」は記載内容に変更がなければサインをして提出して

ください。変更があった場合については、変更があった個所だけを訂正してからサインをして提出してく

ださい。その他にも年度初めの提出書類がたくさんあります。お忙しい中とは思いますが、期限をご確認

の上、ご提出いただきますようお願いします。［４月１４日（月）〆切］ 

学校からの連絡・お願い 

 

令和７年度の電話対応時刻は以下の通りです。 

月～木曜日：８：００～１７：３０ 

金曜日   ：８：００～１７：００  TEL:681-1556 ／ FAX: 681-1557 


